
茶臼山高原スキー場「ほの国パスポート」利用のご案内

スキー教室での「ほの国パスポート」のご利用につきまして、以下の通りご案内申し上げます。

対象者

東三河及び友好自治体（豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・新城市・設楽町・東栄町・豊根村・
豊明市・飛島村）にお住まいの中学生以下のお子様

運用ルール

原則として、スキー教室実施当日も「ほの国パスポート」をご持参いただくようお願いしており
ます。

【重要：特例措置について】

スキー教室では、お荷物が多くなることや、紛失のリスクを考慮し、実施当日に「参加確定
人数」をご報告いただくことで、優待利用を適用させていただきます。必ず当日、引率者様
よりご報告をお願いいたします。

未就学児のお子様へ

未就学児のお子様がご利用される場合は、保護者様の住所が確認できる書類をご提示いただきま
すようお願いいたします。

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。


